
■「こどもエコすまい住宅支援事業の内容について」の変更点について

変更時点 該当ページ 修正前 修正後
2022.12.16 1,2 こどもエコすまい支援事業の内容について

（令和４年１１月８日時点）

※　資料は令和４年１１月８日時点のものです。今後修正を
加えたものは国土交通省のホームページ等において公表
します。

こどもエコすまい支援事業の内容について
（令和４年１２月１６日時点）

※　資料は令和４年１２月１６日時点のものです。今後修正
を加えたものは国土交通省のホームページ等において公
表します。

2022.12.16 2 ※１　子育て世帯とは、申請時点において、子（令和４年４
月１日時点で18歳未満。すなわち平成１６（２００４）年４月２
日以降出生の子）を有する世帯。
※２　若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、
令和４年４月１日時点でいずれかが３９歳以下（すなわち昭
和５７（１９８２）年４月２日以降出生）の世帯。

※１　子育て世帯とは、申請時点において、子（令和４年４
月１日時点で18歳未満（平成１６（２００４）年４月２日以降出
生）（令和５年３月末までに工事着手を行うものについて
は、令和３年４月１日時点で18歳未満（平成１５（２００３）年
４月２日以降出生））の子）を有する世帯。
※２　若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、
令和４年４月１日時点でいずれかが３９歳以下（昭和５７（１
９８２）年４月２日以降出生）（令和５年３月末までに工事着
手を行うものについては、令和３年４月１日時点でいずれか
が３９歳以下（昭和５６（１９８１）年４月２日以降出生））の世
帯。

2022.12.16 3 （１）注文住宅の新築
以下の期間内に契約及び着工を行うものを対象とします。
ただし、申請時に工事が一定以上の出来高※1に達してい
るとともに、別途定める期間内に申請、完了報告が可能な
ものに限ります。
※1　補助額以上の工事の完了とします。

　①　工事請負契約
令和４年１１月８日（令和４年度補正予算（第２号）案閣議決
定日）から令和５年１２月３１日までに工事請負契約（変更
契約を除く）を締結したものを対象とします。

　②　建築着工
別途定める事業者登録※１の後※２、令和５年１２月３１日
までに建築工事に着工※３※４するものを対象とします。
※１　「Ⅳ．申請方法等」参照
※２　事業者登録申請日以降であること
※３　工事請負契約後に行われる工事であること
※４　根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手

（１）注文住宅の新築
以下の期間内に基礎工事より後以降の工程の工事に着手
する着工を行うものを対象とします。ただし、申請時に工事
が一定以上の出来高※1に達しているとともに、別途定める
期間内に申請、完了報告が可能なものに限ります。
※1　補助額以上の工事の完了とします。

　○基礎工事より後の工程の工事への着手
令和４年１１月８日（令和４年度補正予算（第２号）案閣議決
定日）から別途定める事業者登録※１の後※２、令和５年１
２月３１日までに基礎工事より後以降の工程の工事に着手
するものを対象とします。

※　工事請負契約後に行われる工事であること

2022.12.16 3 （２）新築分譲住宅の購入
以下の期間内に契約及び着工を行うものを対象とします。
ただし、申請時に工事が一定以上の出来高※1に達してい
るとともに、別途定める期間内に申請、完了報告が可能な
ものに限ります。
※1　補助額以上の工事の完了とします。

　①　建築着工
別途定める事業者登録※１の後※２、令和５年１２月３１日
までに建築工事に着工※３するものを対象とします。
※１　「Ⅳ．申請方法等」参照
※２　事業者登録申請日以降であること
※３　根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手

　②　売買契約
　　　令和４年１１月８日（令和４年度補正予算（第２号）案閣
議決定日）から令和５年１２月３１日までに売買契約を締結
したものを対象とします。

（２）新築分譲住宅の購入
以下の期間内に基礎工事より後の工程の工事に着手する
ものを対象とします。ただし、申請時に工事が一定以上の
出来高※1に達しているとともに、別途定める期間内に申
請、完了報告が可能なものに限ります。
※1　補助額以上の工事の完了とします。

　○　基礎工事より後の工程の工事への着手
令和４年１１月８日（令和４年度補正予算（第２号）案閣議決
定日）から令和５年１２月３１日までに基礎工事より後の工
程の工事への着手するものを対象とします。

2022.12.16 3 （３）リフォーム
以下の期間内に契約及び工事を行うものを対象とします。
ただし、別途定める期間内に申請が可能なものに限りま
す。

①　工事請負契約
令和４年１１月８日（令和４年度補正予算（第２号）案閣議決
定日）から令和５年１２月３１日までに工事請負契約（変更
契約を除く）を締結したものを対象とします。

②　工事の実施
別途定める事業者登録※１の後※２に工事に着工※３し、
令和５年１２月３１日までに工事が完成するものを対象とし
ます。
※１　「Ⅳ．申請方法等」参照
※２　事業者登録申請日以降であること

（３）リフォーム
以下の期間内に工事を行うものを対象とします。ただし、別
途定める期間内に申請が可能なものに限ります。

○　工事の実施
令和４年１１月８日（令和４年度補正予算（第２号）案閣議決
定日）から工事に着手※３し、令和５年１２月３１日までに工
事が完成するものを対象とします。
※　工事請負契約後に行われる工事であること



2022.12.16 13 １．事業の全体像

　本事業は、新築住宅の建築事業者または販売事業者、
およびリフォーム工事の工事施工業者（以下、「住宅事業
者」という。）が、新築住宅の建築主または購入者（以下、
「住宅取得者」という。）およびリフォーム工事の発注者（以
下、「工事発注者」。住宅取得者と併せて「住宅取得者等」
という。）の委託を受けて補助事業者となり、補助金の申請
および交付を受けるものです。ただし、交付された補助金
は住宅取得者等に還元される必要があり、申請にあたって
は還元方法について、予め両者で同意を行うものとしま
す。

　なお、住宅事業者は、本事業の参加にあたっては、所定
の手続きにより「補助事業者」としての登録（「事業者登録」
という。）を受ける必要があり、事業者登録を申請した後に
着工する建築工事またはリフォーム工事を補助の対象とし
ます。

※１　事業者登録の時点で対象住宅の特定は不要。事業
者登録を申請した後に対象住宅の着工が可能となる。契約
は事業者登録の前でも可。
※２　補助額以上の出来高がある場合に交付申請が可
能。
※３　リフォームについては完成・引渡しの後に交付申請を
行うこととする。

１．事業の全体像

　本事業は、新築住宅の建築事業者または販売事業者、
およびリフォーム工事の工事施工業者（以下、「住宅事業
者」という。）が、新築住宅の建築主または購入者（以下、
「住宅取得者」という。）およびリフォーム工事の発注者（以
下、「工事発注者」。住宅取得者と併せて「住宅取得者等」
という。）の委託を受けて補助事業者となり、補助金の申請
および交付を受けるものです。ただし、交付された補助金
は住宅取得者等に還元される必要があり、申請にあたって
は還元方法について、予め両者で同意を行うものとしま
す。

　なお、住宅事業者は、本事業の参加にあたっては、所定
の手続きにより「補助事業者」としての登録（「事業者登録」
という。）を受ける必要があり、事業者登録後に交付申請す
る建築工事またはリフォーム工事を補助の対象とします。

※１　事業者登録の時点で対象住宅の特定は不要。事業
者登録後に交付申請が可能となる。契約・着工は事業者登
録の前でも可。
※２　補助額以上の出来高がある場合に交付申請が可
能。
※３　リフォームについては完成・引渡しの後に交付申請を
行うこととする。

2022.12.16 14 ３．事業者登録
期間　：　令和５年１月中旬～遅くとも令和５年１１月３０日
（予定）
今後選定される事務局ホームページにおいて登録を受け
付けます。

※　事業者登録申請日以降、着工したものでなければ補助
対象となりません。
※　登録した事業者のうち希望する者については、今後選
定される事務局のホームページ上で情報を公開します。

３．事業者登録
期間　：　令和５年１月中旬～遅くとも令和５年１１月３０日
（予定）
今後事務局ホームページにおいて登録を受け付けます。

※　登録した事業者のうち希望する者については、今後事
務局のホームページ上で情報を公開します。

2022.12.16 14 なお、令和３年度補正予算に基づく「こどもみらい住宅支援
事業」において事業者登録を受けている者については、所
定の手続きにより反対の意思表示がなされた場合を除き、
本事業の事業者登録の希望を有することを表明したものと
みなし、「本事業の事務局開設日（R4.12中旬予定）（開設日
以降にこどもみらい住宅支援事業に登録申請した場合は、
その申請日）」以降に着工したものが補助対象となります。
（令和４年度補正予算（第２号）案の閣議決定日（R4.11.8）
以降に契約を締結したものに限ります。また、交付申請を
行うためには、本事業の事務局が選定された後、所定の手
続きに従い、上記に定める書類の提出が必要となります。）

なお、令和３年度補正予算に基づく「こどもみらい住宅支援
事業」において事業者登録を受けている者については、所
定の手続きにより反対の意思表示がなされた場合を除き、
本事業の事業者登録の希望を有することを表明したものと
みなし、通常よりも簡易に登録が可能となる予定です。（交
付申請を行うためには、今後事務局が定める手続きに従
い、本事業への事業者登録が必要となります。）

2022.12.16 17 Ⅴ．提出書類

提出書類は、現時点で想定している内容であり、今後変更
となる場合があります。
必要書類や提出方法は、今後選定される事務局が別に定
める交付規程、マニュアル等を必ずご確認ください。

Ⅴ．提出書類

提出書類は、現時点で想定している内容であり、今後変更
となる場合があります。
必要書類や提出方法は、今後事務局が別に定める交付規
程、マニュアル等を必ずご確認ください。

2022.12.16 18(17) ３．提出先
書類の提出を含めた申請手続きは、今後選定される事務
局に対して、申請者がオンラインで行うものとします。詳細
については、今後選定される事務局が公表する予定のマ
ニュアルをご確認ください。

３．提出先
書類の提出を含めた申請手続きは、事務局に対して、申請
者がオンラインで行うものとします。詳細については、今後
事務局が公表する予定のマニュアルをご確認ください。



2022.12.16 19 Ⅵ．問い合わせ先
今後選定される事務局において、専用のコールセンターを
開設する予定です。それまでの期間は、以下において問い
合わせをお受けします。

こどもエコすまい支援事業　お問合せ窓口
電話番号　　０３－６７０４―５５３７　　　　　　　　　　※通話
料がかかります
受付時間　　9：00～17:00　（土、日、祝日を含む。）

Ⅶ．今後の予定
・対象となる建材・設備の公募※1   　　　　　　　　　　　　：令
和４年１２月中旬～遅くとも令和５年１１月３０日（予定）※２
・事業者登録      　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　：令
和５年１月中旬～遅くとも令和５年１１月３０日（予定）※２
・登録事業者の公開        　　　 ：事業者登録後随時
・予約提出期間
：令和５年３月下旬～遅くとも令和５年１１月３０日（予定）※
２
・交付申請期間
：令和５年３月下旬～遅くとも令和５年１２月３１日（予定）※
２

※１　審査を終えたものから順次公開されます。
※２　締め切りは、予算の執行状況に応じて公表します。

　本資料は令和４年１１月８日時点のものです。今後修正を
加えたものは国土交通省のホームページ等において公表
します。

Ⅵ．問い合わせ先
今後、事務局において、専用のコールセンターを開設する
予定です。それまでの期間は、以下において問い合わせを
お受けします。

こどもエコすまい支援事業　お問合せ窓口
電話番号　　０３－６７０４―５５３７　　　　　　　　　　※通話
料がかかります
受付時間　　9：00～17:00　（土、日、祝日を含む。）

Ⅶ．今後の予定
・対象となる建材・設備の公募※1   　　　　　　　　　　　　：令
和４年１２月２７日～遅くとも令和５年１１月３０日（予定）※２
・事業者登録      　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　：令
和５年１月中旬～遅くとも令和５年１１月３０日（予定）※２
・登録事業者の公開        　　　 ：事業者登録後随時
・予約提出期間
：令和５年３月下旬～遅くとも令和５年１１月３０日（予定）※
２
・交付申請期間
：令和５年３月下旬～遅くとも令和５年１２月３１日（予定）※
２

※１　審査を終えたものから順次公開されます。
※２　締め切りは、予算の執行状況に応じて公表します。

　本資料は令和４年１２月１６日時点のものです。今後修正
を加えたものは国土交通省のホームページ等において公
表します。

2022.12.16 21

2022.12.16 21 ※１　JIS A 5901で規定されるポリスチレンフォームサンド
イッチ稲わら畳床のうち、PS-C25、PS-C30、及び、JIS A
5914で規定される建材畳床のうち、KT-Ⅱ、KT-Ⅲ、KT-K(1
種b※２)、KT-N(1種b※２)については、断熱材区分A-1～C
と同様の断熱材区分として取り扱うこととする。またKT-K(3
種b※２)、KT-N(3種b※２)については、断熱材区分Dと同様
の断熱材区分として取り扱うこととする。ただし、押出法ポリ
スチレンフォーム断熱材の種類について標記が無い場合
は、断熱材区分A-1～Cと同様の断熱材区分として取り扱う
こととする。
※２　JIS A 9521で規定される押出法ポリスチレンフォーム
断熱材の種類を示す。

※１　JIS A 5901:2018で規定されるポリスチレンフォームサ
ンドイッチ稲わら畳床のうち、PS-C25、PS-C30、及び、JIS
A 5914で規定される建材畳床のうち、KT-Ⅱ、KT-Ⅲ、KT-
K(1種b※２)、KT-N(1種b※２)については、断熱材区分A-1
～Cと同様の断熱材区分として取り扱うこととする。またKT-
K(3種b※２)、KT-N(3種b※２)については、断熱材区分Dと
同様の断熱材区分として取り扱うこととする。ただし、押出
法ポリスチレンフォーム断熱材の種類について標記が無い
場合は、断熱材区分A-1～Cと同様の断熱材区分として取
り扱うこととする。
※２　JIS A 9521:2022で規定される押出法ポリスチレン
フォーム断熱材の種類を示す。

2022.12.16 23
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2022.12.27 1,2 こどもエコすまい支援事業の内容について
（令和４年１２月１６日時点）

※　資料は令和４年１２月１６日時点のものです。今後修正
を加えたものは国土交通省のホームページ等において公
表します。

こどもエコすまい支援事業の内容について
（令和４年１２月２７日時点）

※　資料は令和４年１２月２７日時点のものです。今後修正
を加えたものは国土交通省のホームページ等において公
表します。

2022.12.27 13 ３．事業者登録
期間　：　令和５年１月中旬～遅くとも令和５年１１月３０日
（予定）
今後事務局ホームページにおいて登録を受け付けます。

３．事業者登録
期間　：　令和５年１月１７日～遅くとも令和５年１2月３1日
（予定）
今後事務局ホームページにおいて登録を受け付けます。

2022.12.27 18 Ⅵ．問い合わせ先
今後、事務局において、専用のコールセンターを開設する
予定です。それまでの期間は、以下において問い合わせを
お受けします。

こどもエコすまい支援事業　お問合せ窓口
電話番号　　０３－６７０４―５５３７　　　　　　　　　　※通話
料がかかります
受付時間　　9：00～17:00　（土、日、祝日を含む。）

Ⅶ．今後の予定
・対象となる建材・設備の公募※1   　　　　　　　　　　　　：令
和４年１２月２７日～遅くとも令和５年１１月３０日（予定）※２
・事業者登録      　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　：令
和５年１月中旬～遅くとも令和５年１１月３０日（予定）※２
・登録事業者の公開        　　　 ：事業者登録後随時
・予約提出期間
：令和５年３月下旬～予算上限に達するまで
（遅くとも令和５年１１月３０日まで）※２
・交付申請期間
：令和５年３月下旬～予算上限に達するまで
（遅くとも令和５年１２月３１日まで）※２

※１　審査を終えたものから順次公開されます。
※２　お早めの申請をおすすめします。

　本資料は令和４年１２月１６日時点のものです。今後修正
を加えたものは国土交通省のホームページ等において公
表します。

Ⅵ．問い合わせ先
今後、事務局において、専用のコールセンターを開設する
予定です。それまでの期間は、以下において問い合わせを
お受けします。

こどもエコすまい支援事業　お問合せ窓口
電話番号　　０５７０－２００―５９４　　　　　　※通話料がか
かります（ＩＰ電話等からのご利用の場合 ０４５－３３０－１３
４０）
受付時間　　9：00～17:00　（土、日、祝日を含む。）

Ⅶ．今後の予定
・対象となる建材・設備の公募※1   　　　　　　　　　　　　：令
和４年１２月２７日～遅くとも令和５年１１月３０日（予定）※２
・事業者登録      　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　：令
和５年１月１７日～遅くとも令和５年１２月３１日（予定）※２
・登録事業者の公開        　　　 ：事業者登録後随時
・予約提出期間
：令和５年３月下旬～予算上限に達するまで
（遅くとも令和５年１１月３０日まで）※２
・交付申請期間
：令和５年３月下旬～予算上限に達するまで
（遅くとも令和５年１２月３１日まで）※２

※１　審査を終えたものから順次公開されます。
※２　お早めの申請をおすすめします。

　本資料は令和４年１２月２７日時点のものです。今後修正
を加えたものは国土交通省のホームページ等において公
表します。



2023.03.17 1,2 こどもエコすまい支援事業の内容について
（令和４年１２月２７日時点）

※　資料は令和４年１２月２７日時点のものです。今後修正
を加えたものは国土交通省のホームページ等において公
表します。

こどもエコすまい支援事業の内容について
（令和5年３月１７日時点）

※　資料は令和５年３月１７日時点のものです。今後修正を
加えたものは国土交通省のホームページ等において公表
します。

2023.03.17 3 ２．補助対象期間

（１）注文住宅の新築
以下の期間内に基礎工事より後の工程の工事に着手する
ものを対象とします。ただし、申請時に工事が一定以上の
出来高※1に達しているとともに、別途定める期間内に申
請、完了報告が可能なものに限ります。
※1　補助額以上の工事の完了とします。

　○　基礎工事より後の工程の工事への着手
令和４年１１月８日（令和４年度補正予算（第２号）案閣議決
定日）以降に基礎工事より後の工程の工事に着手※するも
のを対象とします。
※　工事請負契約後に行われる工事であること

（２）新築分譲住宅の購入
以下の期間内に基礎工事より後の工程の工事に着手する
ものを対象とします。ただし、申請時に工事が一定以上の
出来高※1に達しているとともに、別途定める期間内に申
請、完了報告が可能なものに限ります。
※1　補助額以上の工事の完了とします。

○　工事の実施
令和４年１１月８日（令和４年度補正予算（第２号）案閣議決
定日）以降に工事に着手※３するものを対象とします。
※　工事請負契約後に行われる工事であること

２．補助対象期間

（１）注文住宅の新築
以下の期間内に基礎工事より後の工程の工事に着手する
ものを対象とします。ただし、申請時に工事が一定以上の
出来高※1に達しているとともに、別途定める期間内に申
請、完了報告が可能なものに限ります。
※1　補助額以上の工事の完了とします。

　○　基礎工事より後の工程の工事への着手
令和４年１１月８日（令和４年度補正予算（第２号）案閣議決
定日）以降に基礎工事より後の工程の工事に着手※2する
ものを対象とします。
※2　工事請負契約後に行われる工事であること

（２）新築分譲住宅の購入
以下の期間内に基礎工事より後の工程の工事に着手する
ものを対象とします。ただし、申請時に工事が一定以上の
出来高※3に達しているとともに、別途定める期間内に申
請、完了報告が可能なものに限ります。
※3　補助額以上の工事の完了とします。

○　工事の実施
令和４年１１月８日（令和４年度補正予算（第２号）案閣議決
定日）以降に工事に着手※4するものを対象とします。
※4　工事請負契約後に行われる工事であること

2023.03.17 13 ３．事業者登録
期間　：　令和５年１月１７日～遅くとも令和５年１２月３１日
（予定）
今後事務局ホームページにおいて登録を受け付けます。

※　登録した事業者のうち希望する者については、今後事
務局のホームページ上で情報を公開します。

なお、令和３年度補正予算に基づく「こどもみらい住宅支援
事業」において事業者登録を受けている者については、所
定の手続きにより反対の意思表示がなされた場合を除き、
本事業の事業者登録の希望を有することを表明したものと
みなし、通常よりも簡易に登録が可能となる予定です。（交
付申請を行うためには、今後事務局が定める手続きに従
い、本事業への事業者登録が必要となります。）

３．事業者登録
期間　：　令和５年１月１７日～遅くとも令和５年１２月３１日
（予定）
 今後事務局ホームページにおいて登録を受け付けます。

※　登録した事業者のうち希望する者については、事務局
のホームページ上で情報を公開 します。

なお、令和３年度補正予算に基づく「こどもみらい住宅支援
事業」において事業者登録を受けている者については、所
定の手続きにより反対の意思表示がなされた場合を除き、
本事業の事業者登録の希望を有することを表明したものと
みなし、通常よりも簡易に登録が可能 となる予定です。（交
付申請を行うためには、事務局が定める手続きに従い、本
事業への事業者登録が必要となります。）

2023.03.17 14 ５．交付申請期間
令和５年３月下旬～予算上限に達するまで（遅くとも令和５
年１２月３１日まで）

※ お早めの申請をおすすめします。
※ 予算の執行状況に応じて申請を締め切る場合、交付申
請日が当該締め切り日に近い交付申請について、Ⅲに示
す補助額から減じて、補助金を支払う場合があります。
※ 交付申請に必要な提出書類については、「Ⅴ．提出書
類」をご確認ください。

○予約について（任意）
以下の期間は、工事着工後に補助金の交付申請の予約が
可能です。予約によって補助金が一定期間確保されます。

令和５年３月下旬～予算上限に達するまで（遅くとも令和５
年１１月３０日まで）

※　予約提出後３ヶ月以内に交付申請が無かった場合、そ
の予約は取り消されます。

５．交付申請期間
令和５年３月３１日～予算上限に達するまで（遅くとも令和５
年１２月３１日まで）

※ お早めの申請をおすすめします。
※ 予算の執行状況に応じて申請を締め切る場合、交付申
請日が当該締め切り日に近い交付申請について、Ⅲに示
す補助額から減じて、補助金を支払う場合があります。
※ 交付申請に必要な提出書類については、「Ⅴ．提出書
類」をご確認ください。

○予約について（任意）
以下の期間は、工事着工後に補助金の交付申請の予約が
可能です。予約によって補助金が一定期間確保されます。

令和５年３月３１日～予算上限に達するまで（遅くとも令和５
年１１月３０日まで）

※　予約提出後３ヶ月以内または令和５年１２月３１日のい
ずれか早い日までに交付申請が無かった場合、その予約
は取り消されます。

2023.03.17 15 提出書類は、現時点で想定している内容であり、今後変更
となる場合があります。
必要書類や提出方法は、今後事務局が別に定める交付規
程、マニュアル等を必ずご確認ください。

提出書類は、現時点で想定している内容であり、今後変更
となる場合があります。
必要書類や提出方法は、事務局が別に定める交付規程、
交付申請の手引き等を必ずご確認ください。

2023.03.17 17 ３．提出先
書類の提出を含めた申請手続きは、事務局に対して、申請
者がオンラインで行うものとします。詳細については、今後
事務局が公表する予定のマニュアルをご確認ください。

３．提出先
書類の提出を含めた申請手続きは、事務局に対して、申請
者がオンラインで行うものとします。詳細については、本事
業のホームページに公表している「交付申請等の要件につ
いて(交付申請の手引き)」をご確認ください。



2023.03.17 18 Ⅵ．問い合わせ先
今後、事務局において、専用のコールセンターを開設する
予定です。それまでの期間は、以下において問い合わせを
お受けします。

こどもエコすまい支援事業　お問合せ窓口
電話番号　　０５７０－２００―５９４　　　　　　※通話料がか
かります
（ＩＰ電話等からのご利用の場合 ０４５－３３０－１３４０）
受付時間　　9：00～17:00　（土、日、祝日を含む。）

Ⅶ．今後の予定
・対象となる建材・設備の公募※1   　　　　　　　　　　　　：令
和４年１２月２７日～遅くとも令和５年１１月３０日（予定）※２
・事業者登録      　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　：令
和５年１月１７日～遅くとも令和５年１２月３１日（予定）※２
・登録事業者の公開        　　　 ：事業者登録後随時
・予約提出期間
：令和５年３月下旬～予算上限に達するまで
（遅くとも令和５年１１月３０日まで）※２
・交付申請期間
：令和５年３月下旬～予算上限に達するまで
（遅くとも令和５年１２月３１日まで）※２

Ⅵ．問い合わせ先
住宅省エネ２０２３キャンペーン補助事業合同お問合せ窓
口を開設しております。

こどもエコすまい支援事業事務局　お問合せ窓口
電話番号　　０５７０－２００―５９４　　　　　　※通話料がか
かります
（ＩＰ電話等からのご利用の場合 ０４５－３３０－１３４０）
受付時間　　9：00～17:00　（土、日、祝日を含む。）

Ⅶ．今後の予定
・対象となる建材・設備の公募※1   　　　　　　　　　　　　：令
和４年１２月２７日～遅くとも令和５年１１月３０日（予定）※２
・事業者登録      　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　：令
和５年１月１７日～遅くとも令和５年１２月３１日（予定）※２
・登録事業者の公開        　　　 ：事業者登録後随時
・予約提出期間
：令和５年３月３１日～予算上限に達するまで
（遅くとも令和５年１１月３０日まで）※２
・交付申請期間
：令和５年３月３１日～予算上限に達するまで
（遅くとも令和５年１２月３１日まで）※２

2023.04.07 1.2 こどもエコすまい支援事業の内容について
（令和5年３月１７日時点）

※　資料は令和５年３月１７日時点のものです。今後修正を
加えたものは国土交通省のホームページ等において公表

こどもエコすまい支援事業の内容について
（令和5年４月７日時点）

※　資料は令和５年４月７日時点のものです。今後修正を
加えたものは国土交通省のホームページ等において公表

2023.04.07 13 ○共同事業実施規約について
原則として工事請負契約や売買契約の締結時に、補助事
業者と共同事業者との間で補助事業の実施や補助金の受
取に関する取決め（共同事業実施規約）を締結し、交付申
請時に提出する必要があります。

・規約の主な内容
　①必要な証明書類の提出など、協力して補助事業を実施
すること。
　②補助金の受取方法（工事代金に充当又は補助事業者
が一旦受領して住宅取得者等に引渡し）。
　③補助事業実施上の遵守事項を遵守すること。

○共同事業実施規約について
原則として工事請負契約や売買契約の締結時に、補助事
業者と共同事業者との間で補助事業の実施や補助金の受
取に関する取決め（共同事業実施規約）を締結し、交付申
請時に提出する必要があります。

・規約の主な内容
①必要な証明書類の提出など、協力して補助事業を実施
すること。
②補助金の受取方法（工事代金に充当又は補助事業者が
一旦受領して住宅取得者等に引渡し）。
③補助事業実施上の遵守事項を遵守すること。
④補助金の申請ができない、又は交付を受けられない等
の場合における損失等は、その責めの程度を勘案して負
担するものとし、その程度の範囲と方法について予め双方
で取り決めを行うこと。（本取り決めは商談の段階（工事請
負契約や売買契約を締結する前の段階）から明確化してお
くことが望ましい）

2023.04.12 1.2 こどもエコすまい支援事業の内容について
（令和５年４月７日時点）

※　資料は令和５年４月７日時点のものです。今後修正を
加えたものは国土交通省のホームページ等において公表
します。

こどもエコすまい支援事業の内容について
（令和５年４月１２日時点）

※　資料は令和５年４月１２日時点のものです。今後修正を
加えたものは国土交通省のホームページ等において公表
します。

2023.04.12 20

2023.04.17 1.2 こどもエコすまい支援事業の内容について
（令和５年４月１２日時点）

※　資料は令和５年４月１２日時点のものです。今後修正を
加えたものは国土交通省のホームページ等において公表
します。

こどもエコすまい支援事業の内容について
（令和５年４月１４日時点）

※　資料は令和５年４月１４日時点のものです。今後修正を
加えたものは国土交通省のホームページ等において公表
します。

2023.04.17 18 　本資料は令和５年４月１２日時点のものです。今後修正を
加えたものは国土交通省のホームページ等において公表
します。

　本資料は令和５年４月１７日時点のものです。今後修正を
加えたものは国土交通省のホームページ等において公表
します。

Ｃ 0.040～

0.035 

・グラスウール断熱材（通常品） GW20-40，GW24-38，GW32-36，GW40-36 
・グラスウール断熱材（高性能品）GWHG14-38，GWHG16-37，GWHG24-35， 

GWHG32-35 
・ロックウール断熱材 RWLD，RWMA，RWMB，RWMC，RWHA，RWHB 
・インシュレーションファイバー断熱材（ファイバーマット） IM 
・吹込み用グラスウール断熱材（屋根・床・壁用） 

LFGW2040，LFGW2238，LFGW3240，LFGW3540，LFGW4036 
・吹込み用ロックウール断熱材（天井用） LFRW2540，LFRW3040，LFRW3039 
・吹込み用ロックウール断熱材（屋根・床・壁用） LFRW6038 
・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材（2 号、3 号） EPS2，EPS3 
・押出法ポリスチレンフォーム断熱材（1 種） XPS1bA, XPS1bB, XPS1bC 
・ポリエチレンフォーム断熱材（2 種） PE2 
・吹込み用セルローズファイバー断熱材 LFCF2540，LFCF4040，LFCF5040 
・フェノールフォーム断熱材（2 種 1 号、3 種 1 号） PF2.1A，PF3.1A 
・フェノールフォーム保温板（3 種 1 号） PF-B-3.1 
・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム（A 種 3） NF3 

 

Ｃ 0.040～

0.035 

・グラスウール断熱材（通常品） GW20-40，GW24-38，GW32-36，GW40-36 
・グラスウール断熱材（高性能品）GWHG14-38，GWHG16-37，GWHG16-38， 

GWHG20-35，GWHG24-35，GWHG24-36，GWHG32-35 
・ロックウール断熱材 RWLD，RWMA，RWMB，RWMC，RWHA，RWHB 
・インシュレーションファイバー断熱材（ファイバーマット） IM 
・吹込み用グラスウール断熱材（屋根・床・壁用） 

LFGW2040，LFGW2238，LFGW3240，LFGW3540，LFGW4036 
・吹込み用ロックウール断熱材（天井用） LFRW2540，LFRW3040，LFRW3039 
・吹込み用ロックウール断熱材（屋根・床・壁用） LFRW6038 
・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材（2 号、3 号） EPS2，EPS3 
・押出法ポリスチレンフォーム断熱材（1 種） XPS1bA, XPS1bB, XPS1bC 
・ポリエチレンフォーム断熱材（2 種） PE2 
・吹込み用セルローズファイバー断熱材 LFCF2540，LFCF4040，LFCF5040 
・フェノールフォーム断熱材（2 種 1 号、3 種 1 号） PF2.1A，PF3.1A 
・フェノールフォーム保温板（3 種 1 号） PF-B-3.1 
・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム（A 種 3） NF3 

 



2023.04.17 28 ※1 手数料は、機関により異なりますので各機関にお問い
合わせください。
※2 「フラット35Sの基準の適用」欄、「金利Aプラン」の「省エ
ネルギー性」にチェックがあること又は「フラット35Sの基準
の適用」欄、「ZEH」の「ZEH(－M)」 「Nearly ZEH(－M)」
「ZEH－M Ready」「ZEH(－M) Oriented」のいずれかに
チェックがあること。

※1 手数料は、機関により異なりますので各機関にお問い
合わせください。
※2 本事業の要件への適合が確認できる「一次エネルギー
消費量計算結果（住宅版）」を追加提出できる場合は、ZEH
マークの記載のないBELS評価書も認める。
※3 「フラット35Sの基準の適用」欄、「金利Aプラン」の「省エ
ネルギー性」にチェックがあること又は「フラット35Sの基準
の適用」欄、「ZEH」の「ZEH(－M)」 「Nearly ZEH(－M)」
「ZEH－M Ready」「ZEH(－M) Oriented」のいずれかに
チェックがあること。

2023.05.19 1.2 こどもエコすまい支援事業の内容について
（令和５年４月１７日時点）

※　資料は令和５年４月１７日時点のものです。今後修正を
加えたものは国土交通省のホームページ等において公表
します。

こどもエコすまい支援事業の内容について
（令和５年５月１９日時点）

※　資料は令和５年５月１９日時点のものです。今後修正を
加えたものは国土交通省のホームページ等において公表
します。

2023.05.19 14 ※　予約提出後３ヶ月以内または令和５年１２月３１日のい
ずれか早い日までに交付申請が無かった場合、その予約
は
取り消されます。

※　予約提出後３ヶ月以内（リフォーム一括申請については
６ヶ月以内）または令和５年１２月３１日のいずれか早い日
までに交付申請が無かった場合、その予約は取り消されま
す。

2023.05.19 18 　本資料は令和５年４月１７日時点のものです。今後修正を
加えたものは国土交通省のホームページ等において公表
します。

　本資料は令和５年５月１９日時点のものです。今後修正を
加えたものは国土交通省のホームページ等において公表
します。

2023.05.19 30

※地域型住宅グリーン化事業の「こどもエコ活用タイプ」を
用いる場合は併用にはあたりません。

Ｃ 0.040～

0.035 

・グラスウール断熱材（通常品） GW20-40，GW24-38，GW32-36，GW40-36 
・グラスウール断熱材（高性能品）GWHG14-38，GWHG16-37，GWHG16-38， 

GWHG20-35，GWHG24-35，GWHG24-36，GWHG32-35 
・ロックウール断熱材 RWLD，RWMA，RWMB，RWMC，RWHA，RWHB 
・インシュレーションファイバー断熱材（ファイバーマット） IM 
・吹込み用グラスウール断熱材（屋根・床・壁用） 

LFGW2040，LFGW2238，LFGW3240，LFGW3540，LFGW4036 
・吹込み用ロックウール断熱材（天井用） LFRW2540，LFRW3040，LFRW3039 
・吹込み用ロックウール断熱材（屋根・床・壁用） LFRW6038 
・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材（2 号、3 号） EPS2，EPS3 
・押出法ポリスチレンフォーム断熱材（1 種） XPS1bA, XPS1bB, XPS1bC 
・ポリエチレンフォーム断熱材（2 種） PE2 
・吹込み用セルローズファイバー断熱材 LFCF2540，LFCF4040，LFCF5040 
・フェノールフォーム断熱材（2 種 1 号、3 種 1 号） PF2.1A，PF3.1A 
・フェノールフォーム保温板（3 種 1 号） PF-B-3.1 
・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム（A 種 3） NF3 

 

補助制度 併用可否 
住まいの復興給付金 ○ 
外構部の木質化対策支援事業 ○ 
こどもみらい住宅支援事業 × 
地域型住宅グリーン化事業 × 
ネット･ゼロ･エネルギー･ハウス実証事業 × 
戸建住宅ネット･ゼロ･エネルギー･ハウス（ZEH）化等支援

事業及び集合住宅の省 CO2 化促進事業 × 

 

補助制度 併用可否 
住まいの復興給付金 ○ 
外構部の木質化対策支援事業 ○ 
こどもみらい住宅支援事業 × 
地域型住宅グリーン化事業 △※ 
ネット･ゼロ･エネルギー･ハウス実証事業 × 
戸建住宅ネット･ゼロ･エネルギー･ハウス（ZEH）化等支援

事業及び集合住宅の省 CO2 化促進事業 × 

 


